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第１ 審査の概要 

１ 審査基準書の位置付け 

 

審査基準書（以下「本書」という。）は、豊中市（以下「市」という。）が、豊中市立小・

中学校屋内運動場空調設備整備事業（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下

「事業者」という。）の募集・選定にあたり、最も優れた提案を審査し選定するための手順、

方法、評価基準等を示すもので、本事業の応募事業者を対象に公表する「募集要項」と一体と

して取り扱うものである。 

 

 

２ 審査方法の概要 

 

市は、本事業に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成

11年法律第117号）（以下「PFI法」という。）に基づくPFI手法の導入によって、事業者の技

術やノウハウを活かし空調設備及びプロパン・エアー発生装置を一斉導入することで、整備期

間や財政負担等の縮減、効率化を目指している。事業者の選定については、透明性・公平性及

び競争性の確保に配慮した上で、本事業に係るサービス対価及び提案内容等を総合的に評価す

る公募型プロポーザル方式により行うものとする。 

 

 

３ 審査の流れ 

 

審査は二段階に分けて実施するものとし、応募事業者の各構成員が基本的な参加資格要件及

び各担当業務の参加資格要件を満たしているかを確認する第一次審査と、第一次審査を通過し

た応募事業者の提案内容等を審査する第二次審査を実施する。 

なお第二次審査に第一次審査の結果は影響しない。 

 

第一次審査 資格審査 

第二次審査 基礎審査、加点審査（性能評価・価格評価） 

 

提案書類第二次審査のうち性能評価及び価格評価については、公民連携手法による公共施設

整備等事業者選定委員会・屋内運動場空調設備整備事業者選定部会（以下「選定委員会」とい

う。）において行う。 
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図１ 審査の流れ 

 

 

４ 最優秀提案者の選定 

 

第一次審査に合格した応募事業者から提出された提案書等の内容について、選定委員会が第

二次審査として本書に基づき評価・得点化を行い、各委員の総合評価点の平均が満点の６割以

上であって、選定委員会の各委員が総合評価点による評価を行い、合計点数が多い者を、最優

秀提案者とする。ただし、１位が同点となる場合は、１位と順位付けした委員数が多い者を上

位として決定する。１位と順位付けした委員数でも決定できない場合は、同点となった者につ

いて、各委員が付けた順位を足し合わせた合計が小さい者を上位として決定する。いずれの方

法でも決定できない場合は選定委員会委員による合議又は多数決により決定する。 

なお、第二次審査に進んだ応募事業者が１者であった場合にも、当該応募事業者から提出さ

れた提案書等の内容を審査し、本事業における規定を満たすことが確認された場合は、当該応

募事業者を最優秀提案者として選定する。 

 

 

５ 事業者の選定 

 

市は、選定委員会による最優秀提案者等の選定結果を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権

者を決定する。 
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６ 提案内容の位置づけ 

 

PFI事業では、提案書提出時点で設計が完了していないため、提案内容をそのまま実施する

ことを求めるものではなく、事業契約書に定める「設計業務」が完了した後に、空調設備及び

プロパン・エアー発生装置の性能や仕様、施工業務及び維持管理業務の具体的内容が決定され

るものとなる。ただし、公募型プロポーザル方式においては、提案内容が価格提案書の一部を

構成するものとなるため、以下の範囲において本事業の契約上の拘束力を有するものとなるた

め、留意すること。 

 

(1) 審査項目に基づく審査の扱い 

審査項目に基づく審査では、要求水準以上の提案が具体的になされている内容について得

点が付与される加点評価を行う。このため、優先交渉権者が提案した提案内容が、事業契約

で定める業務水準となることに留意すること。 

 

(2) 選定委員会の意見の扱い 

選定委員会においては、応募事業者からの提案内容に対して意見が出される場合がある。

この場合、事業契約の締結の段階で、優先交渉権者は選定委員会が提示した意見を、事業の

内容に反映させるために、可能な限り配慮しなければならないものとする。 

 

 

第２ 第一次審査（資格審査） 

応募事業者の各構成員が基本的な参加資格要件及び各担当業務の参加資格要件を満たしてい

るかどうか審査する。満たしていないと判断した場合は失格とする。 

なお、提出された書類に疑義がある場合には、応募事業者に対して内容の確認及び追加資料

の提出等を求める場合がある。 

 

 

第３ 第二次審査（提案審査） 

応募事業者から提出された提案書等の内容を審査する。審査にあたっては、応募事業者によ

るプレゼンテーション、選定委員会による応募事業者へのヒアリング等の実施を予定している。 

なお、応募事業者から提出された提案書等に疑義がある場合には、応募事業者に対して内容

の確認及び追加資料の提出等を求める場合があるほか、応募事業者に対して個別ヒアリングを

行って確認する場合がある。また、応募事業者への確認結果及びヒアリングにおける回答内容

等は、提案書等における提案内容と同様の扱いとし、本事業の契約上の拘束力を有するものと

して扱う。 
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１ 基礎審査 

 

応募事業者から提出された提案書等について、以下に示す基礎審査項目を満たしているかを

確認する。当該項目のいずれかでも満たしていない場合、その応募事業者は失格とする。 

 

(1) 提案価格の確認 

応募事業者が価格提案書等に記載した提案価格が、市の設定する提案限度額（募集要項を

参照すること。）を超えていないことを確認する。提案価格が提案限度額を超えている場合、

その応募者は失格とする。 

また、提案価格に、募集要項に示した前提条件が正確に反映されているか、また、計算上

の誤りがないかについて確認を行う。市が支払うサービス対価の算出方法に誤りがあること

が明らかな場合は、内容を確認のうえ、失格か否かの判断を行う。 

 

(2) 要求水準の達成確認 

提案内容が要求水準を満たしているかを、提案書等の記載事項等に基づき確認する。 

提案内容は、市が要求する要求水準に対して、事業実施時にその要求水準を満たすことを

確約すること、また、要求水準を満たすための対応方策等について具体性を持って記載する

ことが必要となる。提案書等に記載される内容が要求水準を充足する妥当な方法・内容であ

ると確認できる場合に、要求水準を満足する蓋然性が高いものとして判断する。 

要求水準の達成確認を行うにあたり、応募事業者から提出された提案書等に疑義がある場

合には、応募事業者に対して内容の確認及び追加資料の提出等を求める場合があるほか、応

募事業者に対して個別ヒアリングを行って確認する場合がある。 

要求水準の達成が確認された場合、当該応募事業者に「基礎点」として150点を付与する。

なお、提案書等の内容が要求水準を明らかに満足しない場合は失格とする。 
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２ 加点審査 

 

基礎審査を通過した応募事業者の提案内容について審査し、(1)～(2)に従い定量化する。 

 

(1) 定性評価（性能評価） 

配点は300点とし、次の【表１ 審査項目及び配点等】に示す審査項目、審査のポイント及

び配点に従い、応募事業者の提案内容について加点評価し「内容点」を算出する。得点化に

際しては【表２ 各審査項目の得点化基準】に基づき得点を算出する。 

 

【表１ 審査項目及び配点等】 

No 審査項目 配点 

事業実施に関する項目 計70点 

１ 事業計画の妥当性 25点 

２ 地域経済への貢献 45点 

設備整備に関する項目 計175点 

３ 設計・施工に係る計画、体制、工程の妥当性 45点 

４ 空調設備の特徴、学校現場の特性に配慮した整備計画 75点 

５ 
プロパン・エアー発生装置の特徴、学校現場の特性に配慮した整

備計画 
30点 

６ 学校現場の特性を踏まえた施工時の配慮 25点 

維持管理に関する項目 計30点 

７ 維持管理計画の妥当性、モニタリングの仕組みの有効性 20点 

８ 機能性・効率性確保のための配慮 10点 

エネルギーコスト削減に関する項目 計15点 

９ エネルギーコストの低減 15点 

その他の提案に関する項目 計10点 

10 その他の提案 10点 

合計 300点 
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【事業実施に関する項目（70点）】 

No 大項目 配点 小項目及び審査のポイント 主な様式 

1 事業計画の妥当性 

（25点） 

10 1-1 事業実施基本方針、事業実施体制 様式8-2 

～8-5 ・本事業に取り組むにあたって、また各業務を遂行するにあ

たっての基本方針、役割認識は発注者の意図を十分踏まえ

ているか 

・代表企業、構成員の間の役割分担、業務実施体制、SPCを

設立する際の経営体制について、事業の特徴を踏まえた工

夫や配慮があるか 

・市との効率的な連絡・調整体制が構築され、明示されてい

るか 

5 1-2 事業収支の安定化 

・初期の一時的な資金需要の集中に対する備えや不測の資金

需要に対する予備的資金の確保等、事業収支の安定化のた

めに有効となる具体的かつ優れた方策又は仕組みが備えら

れているか 

10 1-3 リスクへの適切な対応及び事業継続性の確保 

・本事業の特性を踏まえ、事業実施に関わるリスクが丁寧に

分析され、これを最小化するための効果的な対策が備えら

れているか 

・事業者負担となっているリスクの内容、性質に応じて、事

業者、代表企業、各構成企業及び協力企業の間のリスク分

担が明確かつ適切になされているか 

・事業期間中の増加費用等（物価変動リスクや資材調達リス

ク等を含む）に係るリスクへの対応策が明確であるか 

・リスク顕在化時に、迅速な対応ができるような組織体制、

意思決定手続き及び関係者間の協議の進め方が提案されて

いるか 

・各業務の受託者の破綻や、不測の事態の発生時において

も、事業を継続できる方策又は仕組みが備えられているか 

・事業継続のために効果的なマネジメントやセルフモニタリ

ングの体制、方法について、具体的かつ優れた提案がなさ

れているか 

2 地域経済への貢献 

（45点） 

20 2-1地元企業を活用する事業実施体制 様式8-6 

・事業実施体制において、地元企業の選定等、地域経済に貢

献する積極的な取り組みが計画されているか 

・地元企業の育成に配慮した業務内容、体制が構築されてい

るか 

25 2-2 市内での資材調達及び地元企業活用への配慮 

・一次下請総額及び二次下請総額に占める市内業者の活用割

合が多いか 

・資材調達に関して調達総額に占める市内販売業者からの調

達金額の割合が大きく、地域経済への貢献に配慮された計

画となっているか 
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【設備整備に関する項目（175点）】 

No 大項目 配点 小項目及び審査のポイント 主な様式 

3 設計・施工に係る計

画、体制、工程の妥

当性 

（45点） 

15 3-1適切な実施体制の構築と役割分担の明示 様式9-2,9-6 

・効率的・効果的に設計、施工、工事監理が遂行されるよう

な実施体制が構築されており、役割分担が明示されている

か 

・事業スケジュールと十分に整合した実施体制が構築されて

いるか。 

 

30 3-2早期供用開始の提案 様式9-2,9-6 

・空調設備及びプロパン・エアー発生装置の引渡しは事業実

施スケジュールに則り、適切に行われる提案となっている

か 

3-3 設計・施工スケジュール等の実現可能性及び学校への配慮 

・設計・施工や各種調整、検査等に要する時間や段取りを十

分に考慮し、確実かつ妥当なスケジュールとなっており、

そのうえで、スケジュールどおりに事業を遂行するため

の、具体的な工程が想定され、実効的な工夫がなされてい

るか 

・施工スケジュールの調整の考え方や方法、体育館を使用停

止にする期間は学校教育、部活動・大会、学校開放等に配

慮されたものとなっているか 

4 空調設備の特徴、学

校現場の特性に配慮

した整備計画 

（75点） 

35 4-1 空調設備の性能・機能等の特徴 様式9-3, 

13-2～13-4, 

14-2～14-8 
・機器は、利用者や提供環境特性を十分勘案した性能である

か 

・機器の能力選定を行うための熱負荷計算の方法及び機器選

定における各種補正係数の取扱が妥当か 

・敷地内や屋内運動場等に関する条件に留意の上、それらに

見合った機器の選定が検討されているか 

15 4-2 地球環境負荷軽減への配慮 

・地球環境負荷軽減に配慮した機器が検討されているか 

・二酸化炭素排出量を定量的に評価し削減するための工夫が

あるか 

・地球環境の保全のため、設計・施工・維持管理の段階だけ

でなく、再生可能な資源の活用や環境負荷の少ない原材料

の選定、廃棄物の再資源化等のサーキュラーエコノミー

（循環型経済）に対する工夫があるか 

25 4-3 学校現場の特性に配慮した設置場所・配管等の工夫 様式9-3, 

13-4, 

14-2～14-8 
・室内機の設置台数・設置場所は、学校教育、部活動・大

会、学校開放等への影響が最小限となるように、工夫して

計画されているか 

・室内機の設置台数・設置場所は快適な空調環境の提供に配

慮した考え方のもと計画されているか 

・空調設備設置に伴う教育環境への影響及び学校周辺地域へ

の影響（騒音、振動、温風、臭気等）を極力少なくするよ

うに機器選定や設置計画等に配慮されているか 

・室外機の設置位置等が校内の空間確保や景観に留意されて

いるか 

・室外機設置場所の現場調整について、事業を円滑に進める

ための姿勢が示されているか 

・ドレン、配管、配線等は適切に計画され、特に配管は塗装

や隠蔽部での施工を行う等、既存建築物との調和に留意さ

れ、景観に配慮されているか 

・故障時の影響範囲が小さくなるような工夫・配慮があるか 

5 プロパン・エアー発

生装置の特徴、学校

20 5-1 避難所であることの特性に配慮したプロパン・エアー発生

装置の性能・機能等の特徴 

様式9-4, 

13-4, 
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現場の特性に配慮し

た整備計画 

（30点） 

・操作性、維持管理性、更新性の高いプロパン・エアー発生

装置を採用しているか 

・常用と非常用の切替えの仕組みは、避難所現場の負担軽減

に配慮したものになっているか 

・できるだけ電力を供給しつつ、一方で負荷の超過による不

具合を防ぐ仕組みは、避難者や提供環境特性を十分勘案し

たものになっているか 

・例えば、LPガスボンベにガス栓を設けて炊出し等に活用で

きるようにするなど、避難所であることの特性に配慮し、

柔軟に対応できるような工夫があるか 

14-2～14-6 

10 5-2 学校現場の特性に配慮した設置場所・配管等の工夫 

・プロパン・エアー発生装置の設置について、耐震性や転倒

防止等の配慮がされているか 

・プロパン・エアー発生装置の設置に伴う教育環境への影響

及び学校周辺地域への影響（騒音、振動、温風、臭気等）

を極力少なくするように機器選定や設置計画等に配慮され

ているか 

・プロパン・エアー発生装置の設置位置等が校内の空間確保

や景観に留意されているか 

・プロパン・エアー発生装置の設置場所の現場調整につい

て、事業を円滑に進めるための姿勢が示されているか 

・配管、配線等は適切に計画され、特に配管は塗装や隠蔽部

での施工を行う等、既存建築物との調和に留意され、景観

に配慮されているか 

6 学校現場の特性を踏

まえた施工時の配慮 

（25点） 

25 6-1 学校現場の安全確保や教育活動等への配慮・工夫 様式9-5, 

9-6, 

14-2～14-8 
・施工に伴う学校・周辺地域における安全の確保が具体的か

つ実効性があるか 

・導入機材の設置時及び運用時における安全確保は妥当か 

・「学校現場」であることに対する認識と理解を持ちなが

ら、特に安全に配慮された提案がなされているか 

・施工時における騒音・振動等の教育活動に対する影響への

配慮は適切か 

 

 

【維持管理に関する項目（30点）】 

No 大項目 配点 小項目及び審査のポイント 主な様式 

7 維持管理計画の妥当

性、モニタリングの

仕組みの有効性 

（20点） 

20 7-1 維持管理計画の妥当性、維持管理体制 様式10-2, 

10-4 ・個別業務の作業量・時間や学校調整に要する時間や段取り

等を十分に考慮した妥当かつ確実なスケジュールが提案さ

れているか 

・学校側の負担軽減を図るための維持管理に関する提案があ

るか 

・事業期間を通じて円滑に実施できる体制が構築されてお

り、妥当かつ実効性があるか 

・災害時にプロパン・エアー発生装置及び空調設備が滞りな

く稼働できるように、平時からの適切な維持管理が計画さ

れているか 

・機器の故障等の不具合発生時には、迅速な対策がとれるよ

うな体制を構築するとともに、改善等の処置が効率的に行

えるような対策を講じているか 

7-2 モニタリングを効果的・効率的に実施するための方策 

・セルフモニタリングの実施内容、方法は市によるモニタリ

ングを効果的、効率的に実施できるように配慮、工夫がさ

れているか 

・教師や児童生徒等、学校現場の声を吸い上げ、改善するた

めの配慮や工夫がなされているか 

8 機能性・効率性確保 10 8-1 事業期間終了時の空調設備及びプロパン・エアー発生装 様式10-3 
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のための配慮 

（10点） 

置の性能確保のための配慮 

・空調設備機器及びプロパン・エアー発生装置機器の長寿命

化に関する配慮があるか 

・業務期間終了時における空調設備及びプロパン・エアー発

生装置の性能確保に関して、室内機や室外機の清掃実施な

ど、具体的な提案があるか 

・事業終了時の性能確保のためのスケジュール及び体制は適

切か 

・事業終了時の引継ぎが確実に行えるか 

・市が本事業終了後の次期事業における事業手法等を検討す

る際の協力体制や、当該検討で必要となる本事業の情報管

理・自己評価の手法が提案されているか 

 

【エネルギーコスト削減に関する項目（15点）】 

No 大項目 配点 小項目及び審査のポイント 主な様式 

9 エネルギーコストの

低減 

（15点） 

15 9-1 維持管理中のエネルギーコスト 様式7-3, 

11-2, 

13-3,13-4 

・エネルギーコストの計算は適切か 

・エネルギーコストを低減する提案があるか 

・エネルギーコストは小さいか 

 

【その他の提案に関する項目（10点）】 

No 大項目 配点 小項目及び審査のポイント 主な様式 

10 その他の提案 

（10点） 

10 10-1 その他の提案 様式12-2 

・他の項目の審査のポイントに記載されていない視点に関し

て、優れた提案があるか 

・提案内容が総合的に調和、調整が図られているか 

・本事業への参加意欲及び本事業を円滑に運営することにつ

いての意欲が感じられるか 

※ 定性評価（性能評価）の点数は、大項目ごとに有効桁数が小数点第１位となるように、小数

点第２位を四捨五入し集計する。 

 

 

 

【表２ 各審査項目の得点化基準】 

 

評価 評価基準 点数化の方法 

Ａ 具体的に優れた提案がある 配点×1.0 

Ｂ 具体的にやや優れた提案がある 配点×0.7 

Ｃ 具体的に提案がある 配点×0.4 

Ｄ 特に要求水準を超える提案がない 配点×0.0 
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(2) 定量評価（価格評価） 

応募事業者が提示する提案価格（空調設備及びプロパン・エアー発生装置の設計業務、施

工業務、工事監理業務、及び維持管理業務等の総額）について、次の算式により「価格点」

として算出する。 

  

価格点 ＝ （ 390 － 300 × 
 提案価格 

提案限度額
 ） 

※１ 有効桁数は小数点第１位とし、小数点第２位は四捨五入する。 

※２ 点数は最大150点とする。（提案価格が提案限度額の80％以下の場合は150点とな

る。） 

 

 

第４ 総合評価 

１ 総合評価の手順 

 

選定委員会は、要求水準書の達成確認による「基礎点」と、提案書等に記載された提案内容

に基づいて算出した「内容点」、及び応募事業者が提示する提案価格に基づいて算出した「価

格点」の合計により、委員ごとに各応募事業者の総合評価点を算出し、「第１ 審査の概要 4 

最優秀提案者の選定」に定める方法により、応募事業者の順位付けを行う。 

選定委員会は順位付けを行った結果に基づいて、最優秀提案者及び次点提案者を選定し、市

は選定委員会の審査結果を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。 

 

 

２ 総合評価点の計算 

 

各委員は、以下の計算式によって総合評価点の算出を行う。 

 

総合評価点 ＝ 【基礎点】 ＋ 【内容点】 ＋ 【価格点】 

（満点600点）  （150点）  （満点300点）  （満点150点） 

 


